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デジタル関係制度改革検討会の位置づけについて
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座長：デジタル副大臣

デジタル臨時行政調査会作業部会
テクノロジーベースの規制改革推進委員会
座長：江崎東京大学大学院教授

デジタル臨時行政調査会作業部会
法制事務のデジタル化検討チーム

座長：デジタル副大臣

令和３年11月～令和５年10月

デジタル行財政改革会議

デジタル関係制度改革検討会
座長：安念中央大学大学院教授

稲谷京都大学大学院教授
（令和７年４月～）

デジタル関係制度改革検討会
デジタル法制ワーキンググループ

主査：デジタル庁統括官
※令和６年６月廃止

令和５年10月～令和７年11月

発展的
改組

デジタル臨時行政調査会作業部会
テクノロジーベースの規制改革推進委員会
座長：江崎東京大学大学院教授

令和７年11月～

デジタル関係制度改革検討会
座長：稲谷京都大学大学院教授

デジタル臨時行政調査会作業部会
テクノロジーベースの規制改革推進委員会
座長：江崎東京大学大学院教授

議論の成果を報告 議論の成果を報告

人口戦略本部（令和７年11月設置）

論点
引継ぎ
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国のアナログ規制見直しの取組状況（法令・告示通達合計）
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見直しが必要な規制8,162件の約98％（8,017件）について工程表等に基づく見直しが完了

（2025（令和７）年９月30日時点）

規制分類
アナログ規制に該当する

条項等数 うち見直しが
“不要”

うち見直しが
“必要” 2025年９月末時点

で見直し完了
2025年10月以降

完了予定

目視 3,546 1,548 1,998 1,976 22

実地監査 161 20 141 141 0

定期検査・点検 1,495 322 1,173 1,162 11

常駐・専任 1,371 351 1,020 1,020 0

対面講習 627 30 597 585 12

書面掲示 1,119 254 865 780 85

往訪閲覧・縦覧 1,748 457 1,291 1,280 11

FD等 2,095 1,061 1,034 1,034 0

その他経済界要望 43 0 43 39 4

合計 12,205 4,043 8,162 8,017 145
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デジタル法制審査でチェックしている項目

法制度

業務設計、
システム
整備等の
運用

デジタル法制審査（「デジタル法制局」のプロセス）は、新規法令のデジタル原則への適合性を確認するもの。

⇒2022（令和４）年臨時会以降、毎国会における各府省庁提出法案を、デジタル庁が事前審査

デジタル法制審査の概要

国会回次
提出

法案数

アナログ規制に該当しうるもの

確認
法案数

確認条項数

計

うちデジタル
技術の活用が
困難なもの

第210回
（R４臨時会）

22 3 23 -

第211回
（R５常会）

60 27 99 1

第212回
（R５臨時会）

12 3 20 -

第213回
（R６常会）

62 27 79 3

第216回
（R６臨時会）

9 0 0 -

第217回
（R７常会）

59 27 140 4

過去の点検結果

➢ デジタル社会形成基本法
（情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し）

第三十七条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点
から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたその効果的な活用が妨げら
れないようにするために必要な措置が講じられなければならない。

（１）７項目の代表的なアナログ規制（①目視、②実地監査、③定期検査・点検、④常駐・専任、

⑤対面講習、⑥書面掲示、⑦往訪閲覧・縦覧） や、フロッピーディスク等の記録媒体を指定す
る規定について、以下の点を確認

○アナログ規制を課している条項（PHASE1）が存在しないこと
※ 存在する場合、デジタル技術を活用することが困難であること（例：立入検査な

ど、検査忌避・証拠隠滅を防ぐ必要があること）を確認

○下位法令や通知・通達等による場合も、その具体的な方法を明確化
・活用可能な技術水準等に応じて、「デジタル技術の活用が可能」（PHASE2）

又は「デジタル技術の活用が基本」（PHASE3）のいずれかであることを確認
・テクノロジーマップ及び技術カタログを活用してデジタル化を実施
・オンライン手続や他の記録媒体、クラウド等の利用ができることを確認

（２）情報システムの整備が見込まれる行政手続を定める規定に係る確認

○ デジタル原則に適合した運用を見据え、法令等の立案段階から、業務設計、情報シ
ステムの整備等に係る検討が行われるよう、各府省のシステム開発等のプロジェクト
について予算要求段階、執行段階といった各フェーズに応じたレビューを実施 次ページ参考

デジタル法制審査について



【参考】2025(令和７)年通常国会提出法案に係るデジタル法制審査の実施結果
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全５９法案中、３０法案が以下に該当（①②重複が７法案）

① アナログ規制関係：アナログ規制に関係しうる条項が２７法案１４０条項に存在。

➢ １４０条項のうち、１３６条項については、法律の施行時期等に合わせてデジタル手段の活用を基本とする旨の通知等を発出する等
により「デジタル技術の活用が可能」（PHASE2）又は「デジタル技術の活用が基本」（PHASE3） に該当することを確認。

➢ 残り４条項については、検査対象者の検査忌避・証拠隠滅のおそれがあるため、現地・現物の直接確認を実施する必要があり、デジ
タル技術を活用することが困難なもの（デジタル法制審査の指針でも認めている類型）であることを確認。

② 情報システム関係：１０法案４５条項が情報システムの整備が見込まれる行政手続を定める規定に該当。

➢ ４５条項のうち、７条項については、既存のシステムを活用するため新たなシステム開発が不要であること等を確認。引き続き、開
発を要するシステムについて費用対効果等を精査。

（単位：条項）

７項目のアナログ規制
フロッピーディスク等

記録媒体規制
計

目視 定期検査 実地監査 常駐専任 対面講習 書面掲示 往訪閲覧

51 2 0 3 7 13 57 7 140

（１４０条項のアナログ規制の内訳）
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地方公共団体のアナログ規制見直しの取組に対する支援（全体像）
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○ デジタル庁としては、令和８年度末までに、アナログ規制の見直しを「実施済」「実施中」の地方公共団体が全体の50%超となることを目
標として設定。それ以降は、各団体の自律的な取組を慫慂するような環境整備に支援内容・規模を移行していく方針。

○ こうした観点から、デジタル庁としては、①各団体への各種支援の着実な実施と知見等の横展開（一般型支援・個別型支援（下図））に加え、
②自動化ツールの開発や生成AIの活用余地の研究等、各団体の見直し作業効率化のための環境整備（後述）に取り組むこととしている。



○ デジタル庁による「令和６年４月末時点取組状況調査」及び「令和７年３月末時点取組状況調査」によれば、アナログ規制見直しを「実施済」
「実施中」の団体数は着実に増加している（特に都道府県）。

4 
(9%)

[+9%]

43 
(91%)

[+19%]

168 
(18%)

[+12%]

162 
(17%)
[+6%]

596 
(64%)

[▲18%]

2
(10%) 

[+10%]

14 
(70%)

[+15%]

4 
(20%)

[+15%]

2 
(3%)

[+3%]
18 

(29%)
[+11%]

10 
(16%)
[+5%]

32 
(52%)

[▲19%]

2 
(0.3%)

[+0.3%]
154 

(22%)
[+11%]

154 
(22%)

[+13%]

400 
(56%)

[▲24％]

7 
(30%)

[+17%]

4 
(17%)
[±0]

12 
(52%)

[▲17％]

■実施済

■実施中

都道府県（47団体）

■実施済

■実施中

■実施予定

■未定

全団体（1,788団体）

■実施済

■実施中

■実施予定

■未定

市町村※特別区含む（1,741団体）

特別区（23）

政令指定都市（20）
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(0.6%) 
[+0.6%]

404 
(23%)

[+12%]

334 
(19%) 

［+8%］

1,040 
(58%)

[▲20%]

※グラフにおける（ ）は構成比、［ ］は前年調査からの増減

取組状況の定義

実施済：全ての業務
（行政）分野について、
概ね全ての規制を対象
に、アナログ規制の見
直しを一通り実施した
団体。

実施中：いずれかの
Stepに具体的に着手し
ている団体。マニュア
ルに沿った取組に限ら
ず、各Stepに相当する
作業に着手（例えば、
始めやすい分野からの
一部着手などを含みま
す。）している団体。

実施予定：いずれかの
Stepの着手に向けて、
推進部門等において、
具体的に検討・準備を
行っている団体。

中核市（62） 一般市（710）

町村（926）

地方公共団体における取組の着実な進捗
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「個別型支援」の取組状況と今後

○ 地方公共団体向けの取組支援強化の一環として、令和６年度「個別型支援」の提供を開始。公募から選定された31団体を対象に、担当のデジ
タル庁職員を設定の上、個別の課題等に応じた支援を提供（令和７年度末まで）。併せて、対象団体からの積極的な情報発信等も実施。

○ 今後は、これらの支援を通じて得られた知見等をデジタル庁で取り纏めるとともに、マニュアル改訂等を通じて全国の団体に横展開を図る。

個別の説明会・勉強会等実施

▲福岡県大刀洗町では近隣４団体と合同説明会を開催

➢ 対象団体に担当デジタル庁職員が赴き、アナ
ログ規制の見直しの意義や手法などに係る説
明会を実施。これまで全国26団体で実施し、
延べ約1,900名の職員が参加。

➢ 対象団体の実際の条例を用いた見直しワーク
ショップ等も実施

➢ 対象団体だけでなく、近隣自治体など他団体
も参加を慫慂。これまで、50以上の近隣団
体が参加し、取組を拡大。

デジタル庁職員による説明

近隣自治体との連携

デジ庁/対象団体の知見の共有・蓄積

▲地方公共団体向け点検ツール

➢ 既に見直しの取組をほぼ終えた先行団体の
取組事例を積極的に収集し、他団体の参考
となるように情報提供

➢ 対象団体からも実務上の課題や工夫等をデジ
タル庁に共有。今後、デジタル庁から全国の
団体に共有していく

➢ アナログ規制を条例等から自動で洗い出す
「点検ツール」を対象団体とも連携しながら
デジタル庁で開発・提供

デジタル庁からの共有

対象団体からの共有 ▲共有したノウハウ（大分県の取組事例に係る資料）

対象団体相互の連携促進

▲対象団体同士の情報交換の様子（左：八女市と大刀洗町、
右：三重県と佐賀県）

➢ 対象団体が相互に連携可能なチャネルを共
創プラットフォーム（Slack）に作成し、相
互の取組内容などを可視化

➢ 対象団体が取組に関する成果や困りごとを
投稿し、相談しあう場を提供

➢ 同規模の自治体や同様の課題を有する団体
が意見交換を行うなど、自律的に連携体制
を構築

共創プラットフォームの活用

対象団体同士の意見交換

他団体への情報発信

➢ 在京メディアや地方メディア等が個別説明会
や取組について報道

➢ デジタル庁オウンドメディア（デジタル庁
ニュース）を活用し、取組について発信

➢ 対象団体が各自治体のホームページにおいて
取組状況を発信

➢ 県内の全市町村が参加する専用のチャット
ルームを開設し、情報交換

メディアによる発信

対象団体による発信

▲デジタル庁ニュース

▲共創プラットフォームへの投稿

11

▲現地説明会・ワークショップの様子（左：鹿児島県薩
摩川内市説明会、右：茨城県結城市ワークショップ）

▲アナログ規制特設ホームページ（鹿児島県薩摩川内市）



【参考】「個別型支援」対象団体
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「洗い出し結果等の横展開事業」の取組状況と今後
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○ 特に作業負担が重く、地方公共団体からも取組支援強化の要望が大きかった、アナログ規制に該当しうる条項を所管する条例等の中からキー
ワード検索により「洗い出す作業」（以下、単に「洗い出し」という。）について、デジタル庁調達の事業者に委託し実施。今後は、対象21
団体において、洗い出されたアナログ規制についての具体的な見直し方針等を検討し、当該結果を公表するとともにデジタル庁に提出。

○ 複数団体の結果の見える化を通じて、横並びで類似のアナログ規制を有する他団体にも知見等を横展開。

洗い出し結果リスト案

見直しの方向性 見直しの方向性の詳細 見直し予定

自治体名 所管課 担当者 連絡先 規制区分 例規等種別
条例等名

／様式名

条項／

掲載場所

条文／

規定内容

根拠法令等名／

通知・通達等名／

条例等名

当該条項等
規制根拠

の分類
類型

現在

PHASE

見直し後

PHASE

a-1.要見直し（条文の改正が必要）

a-2.要見直し（通知の発出等による解釈の明確化が必要）

a-3.要見直し（今後運用の変更のみを行う）

b-1.見直し不要（現状でアナログ的な手段に限定されていない（既に運用まで変更済み））

b-2.見直し不要（現状でアナログ的な手段に限定されていない（直ちには運用の変更は困難））

c-1.見直し否（アナログ的な手段に限定することが適当）

c-2.見直し否（活用可能な技術等が現時点で不存在）

d.継続検討

見直しの具体的な方法／見直し不

要の具体的な理由／見直し否の具

体的な理由／継続検討の具体的な

理由　等

見直し完了時期

／（「継続検

討」の場合）再

検討時期

備考

1
●●県〇

〇市

○○部○

○課
○○○○ ××-×××× 目視 条例

○○市空家等の適切

な管理に関する条例

第５条第３

項

(立入調査等)

第5条

3　市長は、次条から第8条までの規定の施行に必要な限度にお

いて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場

所の敷地部分に立ち入って目視その他の軽易な調査をさせるこ

とができる。

当該例規 ―

(b)自団体の条例

等に基づいて定

めている規制

類型２ 1①

2
●●県〇

〇市

○○部○

○課
○○○○ ××-×××× 常駐・専任 規則

○○市土砂等の埋立

て等の規制に関する

条例施行規則

別表3

別表３

１　一般的事項

（２）　事故安全防止対策

ア　安全対策

(ｱ)　作業時間中は、現場責任者を常駐させ、事故及び災害の防

止に努めること。

○○市土砂等の埋

立て等の規制に関

する条例

第15条第2項

(b)自団体の条例

等に基づいて定

めている規制

類型１ 1

3
●●県〇

〇市

○○部○

○課
○○○○ ××-××××

定期検査・

点検
規則

○○市庁用自動車管

理規則

第18条第１

項

(定期点検整備)

第18条　自動車管理事務所長は、法第48条第1項の規定により

定期点検を行わなければならない。この場合において，同項第

3号に掲げる自動車の定期点検については、6月ごとに行うもの

とする。

2　自動車管理事務所長は、前項の点検の結果に基づき、法第

46条に規定する保安基準に適合させるために必要な整備を行わ

なければならない。

道路運送車両法
第48条第１

項

(a)国の法令等に

基づいて定めて

いる規制

類型２ 1①

4
●●県〇

〇市

○○部○

○課
○○○○ ××-×××× 書面掲示 条例 ○○市公告式条例 第２条

(条例の公布)

第2条　条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び

年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならな

い。

2　条例の公布は、○○市役所前掲示場に掲示して行う。

地方自治法 第16条第4項

(a)国の法令等に

基づいて定めて

いる規制

類型４ 1①

規制の洗い出し 類型・PHASE 見直しの方向性等の検討

No.

洗い出し結果リストと今後の成果物イメージ

アナログ規制の条項「洗い出し」
（事業者対応：対象全21団体完了）

見直しの要否・方針・完了予定等
（対象団体対応：令和７年度末まで）



【参考】「洗い出し結果等の横展開事業」対象団体
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作業②③の効率化のイメージ（年度末までに一定の知見を展開）

地方公共団体のアナログ規制見直し作業効率化に向けた方策

○ 地方公共団体による見直し作業を効率化していくためには、①先述の「洗い出し」作業、及び、②アナログ規制該当性の判断、該当する場合
の規制類型や関連法令の特定、③見直しの要否及び方向性の検討の手順について、作業の効率化に向けた方策を提供することが効果的。

○ 具体的には、類型的作業である①については、Excelマクロを活用した自動化ツールで対応。また、多岐に渡る情報や資料を参照する必要が
ある②・③については、そうした作業の補助機能に優位性を有する生成AIの活用余地を研究。

国の見直しの
整理は？数百から数千の

所管条例・規則等

アナログ規制の「キーワード例」
を用い、例規システム等により、
一つずつ検索し、手作業でリスト
に転記（数週間～数か月程度）。

作業①の効率化の内容（完了）

デジタル庁で開発した点検ツールに
より一括検索し、自動でリスト転記
（１日程度）。

フォルダに例規
ファイルを格納

関連法令は？
見直し内容は？

どう見直す？
他市事例は？

AI

15

・マニュアルに基づく国の見直しの整理
・関連する（根拠）法令
・見直しの方針等

などの素案を作成。

デジタル庁の
プロンプト例

内容
精査



【参考】地方公共団体向けアナログ規制点検ツールα版

16

○ デジタル庁では、地方公共団体が、所管する条例等からアナログ規制に該当しうる条項をキーワード検索で洗い出す作業（デジタル庁マニュ
アル中「Step３」の一部に当たる作業）を自動で実施するツールとして、エクセルマクロを使った「アナログ規制点検ツール」を開発・提供。

○ 令和７年度、地方公共団体からの要望が大きいこと等を踏まえ、地方公共団体の実務に則した機能実装等を実施。2025年６～８月にプロトタ
イプ版を全国の団体に提供し、フィードバックを踏まえた改良を行った上で、「地方公共団体向けアナログ規制点検ツールα版」として同年９月に公開。

ᵌ

֜ ׆

【条文抽出シート】

対象例規ファイルから条文を抽出しキーワード検索した結果を表示

・マニュアル記載のキーワードを網羅的に事前設定

・規制区分ごとに違う色で表示

【様式例シート】

規制所管部署が検討するための「様式例」に結果を自動転記

Umpb
Umpb
Umpb

【点検ツール本体画面】

点検対象例規ファイルが格納されたフォルダを指定し点検開始

・複数の例規ファイルを一括点検可能

・リッチテキスト形式のファイルに対応

  



＃ 命令
対象例規（条例・規則等）のアナログ規制見直しを、以下の手順で実施し、該当性評価から見
直しの方向性まで順に検討してください。

＃ 役割
あなたは地方公共団体の法規部門所属の弁護士として、デジタル原則適合性を判定します。
・Step1（情報収集・理解）
対象条例名・条項、前文・目的、関連規則等を把握し、目的・規定対象、名宛人、行為を整理。
・Step2（アナログ規制該当性）
次の8類型につき、条文と定義（参考資料）で実質判定。
「目視」「実地監査」「定期検査・点検」「常駐・専任」「対面講習」「書面掲示」「往訪閲
覧・縦覧」「FD等媒体指定」。
・Step3（上位法令の特定）
法律・政令・府省令・告示・通知・通達まで、根拠条文を条・項・号で特定し、委任関係や基
準（従うべき・標準・参酌基準）の有無を明示。
・Step4（規制根拠の分類）
マニュアルに従い a規制（国法令等に基づく）／b規制（自団体独自）／c規制（国基準参照の
独自）に分類し、理由を示す。
・Step5（規制類型とPHASE判定）
規制類型（例：定期検査（第三者）、目視（検査・点検・監査）等）を判定し、PHASEを決
定。不判定は【要確認】。参考資料8・9の定義を確認し、確実に判定実施。
・Step6（見直し方針）
分類・PHASEを踏まえ、次から選択し理由を付す。
a-1 改正が必要／a-2 通知・通達等で解釈明確化／a-3 運用変更のみ／b-1 見直し不要（既に
運用まで変更）／b-2 見直し不要（直ちに運用変更困難）／c-1 見直し否（アナログ限定が適
当）／c-2 見直し否（代替技術不存在）／d 継続検討。

＃ 制約条件
・参照資料：アナログ規制点検・見直しマニュアル【第3.0版】、用例集、国会提出予定法案
のデジタル原則適合性指針。

【参考】アナログ規制見直し作業への生成AI活用余地の研究
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デジタル庁で検証中の生成AIプロンプト例（抜粋・イメージ）

○ 昨今発展が目覚ましい生成AIをアナログ規制見直し作業で活用する余地について、地方公共団体や技術保有企業等と連携しながら研究。
○ デジタル庁としては、 ①各団体が各々の環境で柔軟な利用を可能にするとともに、②地方公共団体における導入コストを可能な限り低減する

観点から、作業に活用可能ないわゆる「プロンプト例」を中心に、見直し作業に生成AIを活用するためのノウハウを取りまとめ、地方公共団体
に提供する方針。

地方公共団体や企業と連携しながらプロンプト例の精度向上

○ ７つの地方公共団体とともに、技術協力企業 (Microsoft社)か
らの支援を得て、「 AI×地方アナログ規制見直しワークショッ
プ」を開催（2025年７月）。

○ 参加団体のアナログ規制を題材に、プロンプトエンジニアリン
グなどを、ハンズオン形式で実施。

○ 生成AI活用やアナログ規制見直しに先進
的に取り組む団体との実証を通じて、プロン
プト例の有用性や改善点などについて議論。

○ 今後は、共創PFも活用しながら引き続き
実証を繰り返していく方針。

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥



地方公共団体への積極的な情報発信・提供と社会的な機運醸成

○ 各地方公共団体の職員がアナログ規制の見直しに取り組みやすい環境を整備する観点から、デジタル庁としては、積極的な情報発信に取り組
むとともに、そうした取組を通じて、地方における機運の醸成を目指す。

○ 具体的には、①積極的な説明会・講演会の取組、②各種メディアと連携した情報発信、③見直し事例など参考情報の収集・提供等に取り組む。

○ 民間企業主催の関連セミナーにも積極的に
参加し、講師として登壇

積極的な説明会・講演会の取組 各種メディアと連携した情報発信 参考情報の収集・提供

○ デジ庁HPで地方公共団体向けの特設ペー
ジを開設。マニュアル、地方の取組状況調
査、基本資料集、見直し事例など、取組を
進める地方公共団体への参考資料を積極的
に収集・提供。

○ 見直しの先行団体の取組の概要、見直
しを通じて実現した効果等についてデジ
タル庁からも積極的に発信。

オンライン説明会

５月22・28日：デジタル政策相談窓口会議

５月29日：全団体向けマニュアル説明会
（約600アカウントが参加）

９月29日：全団体向けオンライン説明会（基礎編）
（約400アカウントが参加）

11月26日：全団体向けオンライン説明会（基礎編）
（約180アカウントが参加）

▲アーカイブ配信も実施

○ 大手メディアに加えて、デジタル庁オウ
ンドメディア、地元新聞紙、各種業界専門
メディアなどとも積極的に連携。

先行団体の見直し事例集を更に充実

各種説明会資料で活用

○ 地方公共団体からの個別の質問・相談へ
の丁寧な対応（今後FAQとして整備予定）。

▲地方公共団体向け各種情報を特設ページにて発信

▲質問の受付先は各種説明会資料等で積極的に案内

▲南相馬市の取組をデジタル庁
ニュースで発信 ▲各種業界専門誌などで発信

18



【まとめ】地方公共団体におけるアナログ規制見直し作業への支援内容（予定含む）

19

条例等からアナログ規制の「洗い出し」
※マニュアルStep３

見直し要否・方向性の検討、関連法令等確認
※マニュアルStep４

見直しの実施（条文改正等）
※マニュアルStep５

アナログ規制見直しの主な作業プロセス 地方公共団体の課題や検討事項等 デジタル庁の主な支援（実線は完了、破線は進行中）

体制構築（推進部門設定）、全体計画策定
※マニュアルStep1・２

・推進部門設定・意思決定に係る負担
・全体計画策定に伴う作業負担

・比較的単純作業ではあるものの、
少人数での実施には時間を要する

アナログ規制の見直しに自主的に取り組む団体が、
自律的・効率的に作業プロセスを完結できる環境を整備

・多くの資料・法令等の参照が必要
・見直しの手順に全庁的な理解が必要

・アナログ規制見直しの用例が少数
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○ デジタル庁としては、各団体の取組フェーズに応じた総合的な支援メニューの提供を通じて、どのフェーズにあってもデジタル庁からの支援
を活用しながら各地方公共団体が自主的な取組を進められるような環境を整備してきた。

○ 今後、各種支援事業を通じて得られた知見をデジタル庁として集約・発信するとともに、先行団体等からの横展開を慫慂することで、令和８
年度末までを政策の区切りに据えながら、取組支援を更に充実させ、自律的・効率的に作業プロセスを完結できる環境を目指す。



１．デジタル関係制度改革検討会の位置づけについて

２．アナログ規制見直しに関する取組の進捗状況

（１）国の法令等に係る見直しの進捗状況

（２）地方のアナログ規制見直し促進に向けた取組について

（３）テクノロジーマップ・技術カタログの整備状況

３．「制度の見直し」と「技術の実装」の好循環に向けて

（各府省庁・技術保有企業と連携した積極的な情報発信）
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テクノロジーマップ・技術カタログに関する取組の全体像①

21

アナログ規制見直しの工程表から見えてきた課題

①「規制の代替可能性のあるデジタル技術の把握が必要」

②「デジタル技術の活用に際し安全性・実効性の観点で検証が必要」

デジタル規制改革推進の一括法でテクノロジーマップに関する規定を整備※ するとともに、以下の取組を実施。

※①デジタル庁（内閣総理大臣）によるテクノロジーマップの公表、②国の行政機関等における情報活用の努力義務を規定。

⚫ テクノロジーマップ／技術カタログの整備

- デジタル庁は、技術検証やテクノロジーマップ・技術カタログの整備を通じて、規制所管府省庁や地方自治体による自律的
な取組を後押し。

⚫ 技術実装と規制改革

- デジタル庁は、上記に加えて、現場への情報発信やRegTechコミュニティの運営を通じて、自律的な取組を後押し。

- 規制所管府省庁や地方自治体は、テクノロジーマップ・技術カタログを参照することで、規制の見直しを自律的に推進。

各規制に応じた活用可能な技術情報の整理・提供が必要



テクノロジーマップ・技術カタログに関する取組の全体像②

22



テクノロジーマップポータルの整備・運用状況

23

⚫ ポータルサイト試行版のリリース以降、検索機能を中心にUI/UXを改善するなど、ユーザー
の利便性向上に向けた機能拡充を継続。

⚫ 本年9月、ガバメントクラウド移行に合わせて正式版としてリリース。また、申請から掲載ま
での全手続を一つのシステムで完結する機能（カタログ投稿機能）を開発しており、本年12
月末目途にリリース予定（下図）。

⚫ 技術の進展等に応じたテクノロジーマップの更新（本年10月）や技術カタログへの新規掲
載・更新（順次）により、提供情報を充実。

カタログ投稿機能のイメージ

As-Is

To-Be

ポータルサイト



技術カタログの整備・運用状況

24

⚫ 技術検証を通じてアナログ規制見直しを推進しつつ、技術検証で活用した製品・サービスをカタログに掲
載する取組も一巡し、各類型の技術情報を網羅的に収載。

⚫ 新規掲載の需要が一服したことも踏まえ、今後、既存の掲載技術の更新に注力することも含めて、技術カ
タログの運営方針を検討。

類型①
講習・試験

類型②
往訪閲覧

類型③
広域把握

類型④
実地調査

類型⑤
目視等

類型⑥
見張り

類型⑦
測定・分析

全類型
合計

令和５年度登録件数 17件 5件 41件 20件 59件 18件 17件 177件

令和６年度登録件数 2件 1件 12件 7件 26件 3件 1件 52件

令和７年度登録件数
※令和７年12月時点（見込み）

1件 0件 2件 0件 4件 0件 0件 7件

掲載件数
※令和７年12月時点（見込み）

20件 6件 54件 23件 84件 21件 18件 226件

技術カタログの掲載件数（2025年12月時点）

※製品・サービスの販売終了等に伴う掲載の停止により、各年度の登録件数の合計と累計掲載件数が一致しない場合がある。



１．デジタル関係制度改革検討会の位置づけについて

２．アナログ規制見直しに関する取組の進捗状況

（１）国の法令等に係る見直しの進捗状況

（２）地方のアナログ規制見直し促進に向けた取組について

（３）テクノロジーマップ・技術カタログの整備状況

３．「制度の見直し」と「技術の実装」の好循環に向けて

（各府省庁・技術保有企業と連携した積極的な情報発信）
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アナログ規制見直しの成果をデジタル技術の実装に繋げるための取組（前回資料）

「第８回デジタル関係制度改革検討会」事務局説明資料より



アナログ規制見直しの成果をデジタル技術の実装に繋げるための取組（各省への依頼）
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【これまでの取組と今後の方針】

➢ 国の法令等に係るアナログ規制は、デジタル庁と各府省庁の協力の下、本年２月末時点で約97％の見直しが完了。また、デジタル庁では、
地方公共団体が所管する条例等に係る見直しの取組への支援を強化しているところ。その結果、様々な分野・業務において、デジタルの
活用等が可能な規制環境が整備されつつあり、現場業務での実装の好事例も生まれている。

➢ 急速な人口減少・人手不足が進む中、各府省庁所管分野における社会インフラや行政サービス等の社会機能を維持・強化していく観点か
らは、地方公共団体や被規制事業者などの技術実装・調達主体（現場）において、アナログ規制見直しの成果を最大限活用し、できるだ
け速やかに「技術の実装」を進めていただくことが重要。

➢ デジタル庁において、各府省庁におけるアナログ規制の見直しの内容（通知・通達の内容等）を調査したところ、上記の観点から現場へ
の実効的な情報提供・周知が十分行われている好事例が見られるものの、その数は限定的であった。

➢ また、地方公共団体からは、「国の法令等に係るアナログ規制の見直しの内容が、規制所管部署を含め、必ずしも地方の現場に行き届い
ていない」といった声も聞かれる。

【現状における課題】

➢ 各府省庁におかれては、実施いただいたアナログ規制見直しについて、その内容や、技術実装を検討・実行する上で必要・参考となる情
報について、都道府県や市町村の担当部門、関連業界などに、積極的かつ継続的に情報提供・発信いただきたい。

➢ その際、費用対効果も考慮し、技術実装の優先度や効果が特に高いと考えられる分野を選定・整理して、進めていただきたい。
➢ デジタル庁としても、可能な範囲で必要な協力（技術情報の提供、担当府省庁との共同又はデジタル庁としての情報発信等）を行う考え

【各府省庁への依頼事項等】

そのためには、制度の見直しに留まらず、見直しの具体的な内容が、技術実装を検討・実行する上で必要・参考となる情報（活用が想
定される技術、実装の費用・効果など）を含め、現場に分かりやすい形で伝わることが重要。

令和７年５月「第3回各府省庁DX推進連絡会議・第18回デジタル社会推進会議幹事会合同会議」において、デジタル庁から、
概要以下のとおり、各府省庁に対して取組依頼



アナログ規制見直しの成果をデジタル技術の実装に繋げるための取組

28

Å 制度の見直しの成果をデジタル技術実装に繋げるためには、自治体や事業者などの現場に情報が届くことが重要
Å 現場に情報を伝えるには、各規制所管省庁から自治体担当部局へのチャンネルや、業界専門紙等を通じた情報発信が有効
Å このため、各規制所管省庁と連携し、下表のような情報発信に取り組んでいるところ

所管省庁 各府省が実施する説明会やデジタル庁オウンドメディア等での周知 業界専門メディアでの周知

農林水産省

・経営所得安定対策等推進事業における作付確認業務への衛星画像活用

➢ 農林水産省の説明会における取組事例紹介

➢ オウンドメディア（デジタル庁ニュース）を通じた広報

・自治体ICT専門誌に事例紹介記事掲載

総務省
・条例公布時の首長署名電子化・条例公布オンライン化事例

➢ 総務省の説明会における取組事例紹介

・地方自治専門紙に総務省とデジタル庁の連

名で事例紹介記事掲載

環境省

・産業廃棄物処理施設における立入検査へのオンライン技術の活用事例

➢ 環境省の説明会におけるオンライン技術実装事例紹介

・第21回RegTechミート クマによる被害対策テクノロジー

・産業廃棄物専門紙に環境省とデジタル庁の

連名で事例紹介記事掲載

国土交通省

・第14回RegTechミート 建築物等の完了・中間検査の省力化に向けた技術実装

・第19回RegTechミート 埼玉県八潮市での陥没事故における緊急調査

・第20回RegTechミート 下水道管路点検DXの現在地

・第22回RegTechミート 道路巡視テクノロジー活用事例

・上水道関係の取組事例について、紹介記事

掲載を調整中

【各府省庁とデジタル庁が連携した情報発信の例】

※「RegTechミート」についてはP32参照



【参考】オウンドメディア（デジタル庁ニュース）を通じた広報
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【デジタルの力で負担軽減】宇
宙から農地を見守る ～アナロ
グ規制の見直し～

【アナログ規制見直し】目視作業
をデジタルツールで代替 工事現
場の省人化最前線【テクノロジー
マップ活用】

【住民の不便を解消！】福岡市
が行った“アナログなルール”の
見直し

アナログ規制の見直し｜デジタル庁ニュース

【YouTube動画へのリンク】

【デジタル庁ニュースホームへのリンク】

【YouTube動画へのリンク】 【YouTube動画へのリンク】

https://youtu.be/g_g_tAaOny0
https://youtu.be/g_g_tAaOny0
https://youtu.be/g_g_tAaOny0
https://youtu.be/g_g_tAaOny0
https://youtu.be/sgWjcdAxlBk
https://youtu.be/sgWjcdAxlBk
https://youtu.be/sgWjcdAxlBk
https://youtu.be/sgWjcdAxlBk
https://youtu.be/sgWjcdAxlBk
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://youtu.be/K0TKcv1oqUc
https://digital-agency-news.digital.go.jp/keyword/analogkisei


【参考】農水省地方農政局実施の説明会との連携（デジタル庁説明資料）
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RegTechコミュニティ
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⚫ デジタル庁では、テクノロジーマップや技術カタログを活用した規制の見直しに活用可能な技術等の提案、
検討等を促進するため、RegTechコミュニティを運営。

⚫ ①アナログ規制の見直しに伴う関係者のネットワーク化、②技術情報の提案・提供、③関係者共同で
の学習機会の提供を目指し、RegTechミートの開催等の取組を実施。

技術情報等を
提案・提供

テクノロジーマップ

技術カタログ

技術保有事業者

規制所管府省庁

規制対象事業者

連携

RegTechコミュニティ

連携団体イメージ
⚫ スタートアップ・サポートコミュニティの関係団体
⚫ 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
⚫ J-Startup, J-Startup地域版 等



RegTechミートの開催
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2/17：第18回「 RegTechコミュニティ活用事例～選挙のタブレット投票にみる規制の課題～」（大阪府四條畷市、京セラ）

5/27：第19回「～埼玉県八潮市での陥没事故における緊急調査について～」 （神奈川県藤沢市、ジオ・サーチ）

8/25：第20回「下水道管路点検DXの現在地～現場でデジタル技術が使える環境へ～」（管清工業、鹿児島県曽於市）

10/27：第21回「クマによる被害対策テクノロジーのご紹介～アナログ規制見直し技術検証を振り返って～」 （富山県、北陸電力、ほくつう）

11/27：第22回「道路巡視テクノロジー活用事例のご紹介～新技術活用で効率的な点検を～」（アーバンエックステクノロジーズ、東京都世田谷区）

⚫社会課題の解決につながるようなデジタル技術の実装について、規制所管府省庁とともに、意見交換等を実施
（2025年に5回開催）。

⚫下水道点検・調査やクマ被害などのテーマ選定や、規制所管府省庁を通じた広報周知活動の強化等、効果的な
学習機会の提供とコミュニティの活性化に向けた取組を実施 。

2025年の開催実績

第19回 道路陥没事故を受け、陥没予防調査等に関するイベントを開催
自治体を中心に400名以上が参加（最大規模）

第21回 クマ被害を受け、鳥獣被害対策に関するイベントを開催
約150名が参加し、クロストークにより活発な意見交換

埼玉県八潮市で発生した道路陥没を受けて実施した
下水道の緊急点検について
①空洞調査
点検対象が埋設されている路面の下について、路面下空洞探査車を
用いて、空洞の有無を確認した。

https://www.city.shijonawate.lg.jp/
https://www.kyocera.co.jp/newsroom/news/2024/002615.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/
https://www.geosearch.co.jp/
https://www.kansei-pipe.co.jp/
https://www.city.soo.kagoshima.jp/
https://www.pref.toyama.jp/
https://www.rikuden.co.jp/
https://www.hokutsu.co.jp/
https://urbanx-tech.com/
https://www.city.setagaya.lg.jp/


解禁技術の導入に資する解説・発信（取組の方向性）
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⚫ 「技術導入主体や技術保有事業者等に、解禁技術の情報等が十分に届いていない」という課題認識を踏ま
え、現場への解禁技術の導入に資する具体的な情報の解説・発信に取り組む方向性が示された（第3回
テック委員会）。

⚫ 上記方向性を踏まえ、解説・発信に向けて、特定の分野に捉われず、幅広い業界の現場や規制当局に直接
アプローチしつつ、意見交換を実施。鉄道分野、エネルギー分野の現場の業界団体など、７業界の団体に
計20回以上のヒアリングを実施。

⚫ 現在、解説・発信コンテンツの対象として、建設・建築分野と下水道分野※１を念頭に置いて進めている。
⚫ その主な内容については、デジタル技術導入に関連する基本的な情報をはじめとして、投資効果や省人化

効果などといったメリットなども含めて想定しつつ検討中。

⚫ 対象業界・業務の現状
⚫ 規制・制度の解説（アナログ規制の見直し等）
⚫ 導入に向けた論点と対応策

➢ 技術 ：活用可能な技術と導入実績の紹介
➢ ルール ：社内ルール・実施体制整備の事例紹介
➢ 合理性 ：技術導入による効果の検証

（投資効果、省人化による人材不足の解消効果、実務負荷軽減による従業員の定着率向上）
➢ リソース ：ノウハウ・人材育成や予算確保の事例や支援策の紹介

※１：アナログ規制の見直し（制度の改正や解釈の明確化）は行われていないが、対象分野の法定業務において、人手や書面の介在によりデジタル技術の活用が阻害
されている業務については、具体的な情報の提供を通じて技術の実装が促進されると考えられることから、これらの業務に関する事例もコンテンツの対象に含める。

解説・発信コンテンツで取り上げる主な項目



解禁技術の導入に資する解説・発信（発信するコンテンツのイメージ）
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内容の例 建設・建築分野 下水道分野

現状に対する

問題意識

Å市場規模が大きい

Å技術実装が不十分な中小規模の事業者への横展開の余地大

Å大規模道路陥没事故を受けた社会課題化

Å人手不足や安全確保等、デジタル化による業務改善の余地大

アナログ規制

見直しに関する

解説

Åアナログ規制見直しにより、法定業務で、以下のデジタル

技術導入を解禁（活用可能性の明確化・周知含む）

①建築物の中間・完了検査のリモート実施

②監理技術者等による現場臨場のリモート実施

③特定元方事業者による現場巡視のリモート実施

Åアナログ規制の見直しの取組以前より、下水道点検について

は、デジタル技術活用可能

Å国土交通省においても、管路の点検等の更なるデジタル化に

向けた取組を実施（有識者委員会における提言等）

導入効果

・経済効果

Å技術導入によるコスト削減効果の定量分析

Å市場規模・効果の推定

Å人手不足の解消や安全性の向上について、予算確保や調達の

ノウハウと合わせて、導入自治体における好事例の紹介

Å技術導入による効果の定量分析

建設業に特化した遠隔施工管理システム

現場管理の効率化に資するアプリケーション

球体調査装置（Sスマートボール）による管路調査

技術の導入事例

出所）セーフィー（株） 出所）（株）クアンド 出所）（株）日水コン
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